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図書文化財課 

 

 

港区立郷土歴史館の管理運営に関する基本協定書の締結について 

 

 

審議内容 

港区立郷土歴史館の管理運営に関する基本協定書を、指定管理者と締結します。 

 

 

１ 締結理由 

港区立郷土歴史館条例第１２条に基づき指定した指定管理者である、アクティ

オ・東急コミュニティー共同事業体と、港区立郷土歴史館の管理運営に関する基本

協定書を締結します。 

 

２ 指定期間 

令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで 

 

３ 協定書（案） 

   別紙のとおり 

 

４ 締結予定日 

  令和６年３月中旬 



（案） 

 

 

 

 

港区立郷土歴史館 

 

管 理 運 営 に 関 す る 

基 本 協 定 書 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

港区教育委員会 

 

アクティオ・東急コミュニティー共同事業体 
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港区立郷土歴史館の管理運営に関する基本協定書 

 

港区教育委員会（以下「甲」という。）と地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）

第 244 条の２及び港区立郷土歴史館条例（昭和 57 年港区条例第 14 号。以下「条

例」という。）第 13 条第２項の規定に基づき指定した指定管理者であるアクテ

ィオ・東急コミュニティー共同事業体（以下「乙」という。）は、次のとおり、

港区立郷土歴史館（以下「本施設」という。）の管理運営に関する基本協定（以

下「本協定」という。）を締結する。 

 

第１章 総則 

 

（目的） 

第１条 本協定は、条例第 12 条に規定する本施設の管理運営業務（以下「本業

務」という。）を、乙が実施するに当たり、必要な事項を定めることを目的と

する。 

 

（公共性の趣旨の尊重） 

第２条 乙は、本施設の設置目的、指定管理者の指定の意義及び本業務の実施

に当たって公の施設の公共性を十分に理解し、その趣旨を尊重するものとす

る。 

 

（信義誠実の原則） 

第３条 甲及び乙は、互いに協力し、信義を重んじ、対等な関係に立って本協

定を誠実に履行しなければならない。 

 

（指定期間等） 

第４条 条例第 13 条第３項に規定する指定の期間（以下「指定期間」という。）

は、令和６年４月 1 日から令和 11 年３月 31 日までとする。 

２ 本協定の有効な期間は、前項に規定する指定期間と同様とする。 

３ 本業務に係る会計年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 

 

（本施設の概要） 

第５条 乙が本業務を行う本施設の所在地及び建築物等の概要は、次に掲げる

とおりとする。 

 (１)所在地 港区白金台四丁目６番２号 

 (２)施設概要 

敷地面積：１１，１７３．１７㎡ 
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建物面積：１５，１５５．２０㎡ 

（うち郷土歴史館部分１３，３９４．９４㎡） 

構 造：鉄骨鉄筋コンクリート造地下１階地上６階搭屋４階建 

 

（本施設の使用） 

第６条 甲は、本業務の実施に当たり、本施設を乙に対し無償で使用させるも

のとする。 

 

（目的外使用の禁止） 

第７条 乙は、施設、付帯設備及び物品を善良な管理者の注意をもって管理す

るものとし、本業務以外の目的に使用し、又は第三者に貸与し、若しくは譲

渡してはならない。ただし、甲と協議し、その承諾を得た場合は、この限り

でない。 

 

第２章 本業務の実施 

 

（本業務の範囲） 

第８条 乙が行う本業務の範囲は、条例第 12 条各号に定めるものとし、その詳

細は、別に定める業務基準書のとおりとする。 

 

（甲が行う業務の範囲） 

第９条 次の業務については、甲が行うものとする。 

(１) 本施設の学芸業務 

(２) 本施設の使用許可 

(３) 本施設の目的外使用許可 

(４) 本施設の改築改修に関する業務（大規模修繕工事等） 

 

（責任者等の配置） 

第１０条 乙は、本業務を円滑かつ適正に履行するため、本業務に係る業務責

任者及び職員を配置するものとする。 

 

（管理運営の基準） 

第１１条 本業務を行う上での管理運営の基準は、条例に定めるもののほか、

別に定める業務基準書のとおりとする。 

 

（本業務の範囲及び管理運営の基準の変更） 
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第１２条 甲及び乙は、甲又は乙が必要と認める場合は、第８条に規定する本

業務の範囲及び前条に規定する管理運営の基準の変更について協議するもの

とする。 

２ 変更に伴う管理運営費用については、前項の協議において決定するものと

する。 

 

（本業務の実施） 

第１３条 乙は、本協定、年度協定、条例及び関係法令等のほか、事業計画書

に従って本業務を実施するものとする。 

２ 本協定と事業計画書との間に矛盾及び齟齬がある場合は、本協定、事業計

画書の順にその解釈が優先されるものとする。 

３ 前項の規定にかかわらず、事業計画書において本協定を上回る水準が提案

されている場合は、事業計画書に示された水準によるものとする。 

 

（事業計画書の提出） 

第１４条 乙は、本業務を実施するに当たり、本施設について次に掲げる事項

を記載した事業計画書を速やかに甲に提出しなければならない。 

(１) 収入支出の予算 

(２) 年間計画書 

(３) 職員の構成 

(４) 職員の履歴及び資格に係る事項 

(５) 非常勤職員の雇用に係る事項 

 (６) 前各号に掲げるもののほか、甲が特に必要と認める事項 

２ 前項第１号及び第２号については年度ごとに、第３号から第５号までにつ

いては事項の変更があるごとに提出するものとする。 

３ 甲及び乙は、事業計画書を変更しようとするときは、甲乙協議の上決定す

るものとする。 

 

（事前準備） 

第１５条 乙は、指定期間の開始の日に先立ち、本業務の実施に必要な資格者

及び人材を確保し、必要な研修等を行わなければならない。 

２ 前項の規定による事前準備に関する費用は、乙の負担とする。 

 

（再委託の禁止） 

第１６条 乙は、次の各号のいずれかに該当する業務で、事前に甲の承認を受

けた場合を除いて、本業務の一部を第三者に委託してはならない。 
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 (１) 施設及び付属設備の保守及び検査業務 

 (２) 清掃及び警備業務 

 (３) その他特に甲が必要と認めた業務 

２ 乙が本業務の一部を第三者に実施させる場合は、全て乙の責任及び費用負

担において行うものとし、本業務に関して乙が使用する第三者の責めに帰す

べき事由により生じた損害及び追加費用は、全て乙の責めに負うべき事由に

より生じた損害及び追加費用とみなし、乙が負担するものとする。 

３ 乙は、本協定によって生ずる権利義務を第三者に譲渡し、又は継承させて

はならない。 

 

（本施設の改修等） 

第１７条 本施設の改修、改造、増築及び移設については、甲の責任及び費用

負担において実施するものとする。 

２ 本施設の修繕については、１件につき１３０万円（消費税を含む。）を超え

るものについては、甲が自己の責任及び費用負担において実施するものとし、

１件につき１３０万円（消費税を含む。）以下のものについては、乙の責任及

び費用負担において実施するものとする。 

３ 乙が前項に規定する本施設の修繕を行う際は、甲に対して予告するととも

に了承を得るものとする。 

 

（緊急時の対応） 

第１８条 指定期間中に、本業務の実施に関連して事故、災害等の緊急事態が

発生した場合、乙は、速やかに必要な措置を講ずるとともに、甲を含む関係

者に対して緊急事態発生の旨を通報しなければならない。 

２ 災害発生時の対応については、別に定める業務基準書のとおりとする。 

３ 事故等が発生した場合、乙は甲と協力して原因調査に当たるものとする。 

 

（守秘義務） 

第１９条 乙又は本業務に従事する者は、本業務の実施により知り得た秘密及

び甲の行政事務等で一般に公開されていない事項を外部へ漏らし、又は他の

目的に使用してはならない。 

２ 前項の規定は、本協定の終了後又は解除後においても同様とする。 

 

（個人情報の保護） 

第２０条 乙は、個人情報について、個人情報の保護に関する法律（平成１５

年法律第５７号）等の関連法令及び別紙 1「個人情報等取扱いに関する特記事
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項」を遵守しなければならないものとする。 

２ 前項の規定は、本協定の終了後又は解除後においても同様とする。 

 

（情報安全対策指針の遵守） 

第２１条 乙は、業務の遂行に際して、港区情報安全対策指針（平成１５年８

月１５日１５港政情第３１２号）を遵守しなければならないものとする。 

２ 乙は、甲が実施する、港区情報安全対策指針の遵守状況に関する点検作業

に対応するものとする。点検作業には、情報セキュリティにおいて問題が発

生した場合の検査、あるいはセキュリティ監査等が該当する。 

 

（本業務の情報公開等） 

第２２条 乙は、乙が本業務で利用する文書等（図画、写真、フィルム及び電

磁的記録等を含む。）について、区政情報公開請求又は自己情報開示等請求が

あったときは、甲の指示に従い、適切に対応しなければならない。 

２ 乙は、甲が受け付けた区政情報公開請求又は自己情報開示等請求に前項に

規定する文書等が該当する場合は、甲の指示に従い、当該文書等を速やかに

甲に提出しなければならない。 

３ 区政情報公開請求及び自己情報開示等請求に係る公開決定等は、甲が行う

ものとする。 

 

第３章 備品等の取扱い 

 

（備品等の貸与） 

第２３条 甲は、別紙２「管理備品等一覧」に示す備品等（以下「備品等(Ⅰ種)」

という。）を無償で乙に貸与するものとする。 

２ 乙は、指定期間中、備品等(Ⅰ種)を常に良好な状態に保つものとする。 

３ 備品等(Ⅰ種)が経年劣化等により本業務に供することができなくなった場

合、甲は、乙との協議により、必要に応じて当該備品等を購入又は調達する

ものとする。 

４ 乙は、故意又は過失により備品等(Ⅰ種)を破損滅失したときは、甲との協

議により、必要に応じてこれを弁償しなければならない。 

 

（乙による備品等の購入） 

第２４条 乙は、本業務の実施のため、自己の費用等により備品等を購入又は

調達することができる。 

２ 乙は、自己の費用等により購入又は調達した備品等(以下｢備品等(Ⅱ種)｣と
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いう。）を帳票に掲載し、前条に規定する備品等(Ⅰ種)と明確に区別して管理

しなければならない。 

３ 前項に規定する備品等(Ⅱ種)は、乙に帰属するものとする。 

 

第４章 本業務実施に係る甲の確認事項 

 

（業務実績報告等） 

第２５条  乙は、毎月終了後、翌月の１０日までに次に掲げる事項を記載した

報告書を甲に提出しなければならない。 

(１) 本業務の実施状況 

(２) 本業務の収支状況 

(３) 本施設の利用状況 

(４) 前３号に掲げるもののほか、甲が特に必要と認める事項 

２ 乙は、四半期ごとに、支払を受けた指定管理料の執行の内訳を明らかにし

た書類を、四半期終了後、翌月の２０日までに甲に提出しなければならない。 

３ 乙は、本施設について毎年度終了後３０日以内に次に掲げる事項を記載し

た当該年度の業務実績報告書を甲に提出しなければならない。ただし、当該

年度の途中において地方自治法第２４４条の２第１１項の規定により指定を

取り消されたときは、当該取消しの日から起算して３０日以内に当該取消し

の日までの当該年度の業務実績報告書を提出しなければならない。 

(１) 本業務の実施状況 

(２) 本業務の収支状況 

(３) 本施設の利用状況 

(４) 第１４条第１項第３号から第６号までに掲げる事項の実績 

(５) 前各号に掲げるもののほか、甲が特に必要と認める事項 

４ 乙は、前３項に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当するときは、

直ちにその状況を甲に報告しなければならない。 

(１) 災害その他の事由により、本業務の執行が困難になったとき。 

(２) 重大な事故があったとき。 

(３) 前２号に掲げるもののほか、施設の運営に支障を来すような異例な事態

が発生したとき。 

 

（施設利用者アンケート等の実施） 

第２６条 乙は、施設利用者の利便性の向上等の観点から、少なくとも年に 1

回アンケート、意見箱等により、施設利用者の意見・苦情等を聴取し、その

結果及び業務改善の状況について甲に報告するものとする。 
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（業務実施状況調査） 

第２７条  甲は、第２５条の規定に基づく報告の確認のほか、必要と認めると

きは、地方自治法第２４４条の２第１０項の規定に基づき、乙に対し、本業

務の実施状況等について、報告を求め、又は調査を行い、必要な指示を行う

ことができるものとする。 

２ 乙は、前項に規定する指示を受けた場合は、速やかにそれに応じなければ

ならない。 

（モニタリング） 

第２８条 乙は、前条に定める業務実施状況調査のほか、甲が実施するモニタ

リングに対し、誠実に応じなければならない。 

 

（第三者評価の実施） 

第２９条 乙は、甲が契約する第三者評価機関又はこれに類するものによる評

価を受審しなければならない。 

２ 乙は、前項の規定による受審の実施後において、当該受審の結果に基づき

行った業務改善に係る取組状況について、甲に報告するものとする。 

 

第５章 観覧料、刊行物売払代金の収納及び還付  

 

（観覧料、刊行物売払代金の収納） 

第３０条 乙は、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」

という。）第１５８条第１項の規定に基づき、観覧料、刊行物売払代金の収納

事務を行うものとする。事務の詳細は、別に定める業務基準書のとおりとす

る。 

 

（観覧料の還付） 

第３１条 乙は、条例第８条の規定に基づき、観覧料の還付事務を行うものと

する。事務の詳細は、別に定める業務基準書のとおりとする。 

 

第６章 指定管理料 

 

（指定管理料） 

第３２条 甲は、本業務実施の対価として、乙に対して指定管理料を払わなけ

ればならない。 

２ 指定管理料の額は、年度ごとに予算の範囲内で定める。なお、指定管理料



 8

は、職員人件費、光熱水費、修繕費、事業運営費、施設管理経費及びその他

経費の区分により構成するものとする。 

３ 指定管理料の支払の方法は、別途年度協定で定める。その際、乙は、あら

かじめ甲に対し、指定管理料の執行に係る事業計画書を提出しなければなら

ない。 

４ 指定管理料には、第１７条第２項の規定により乙が実施する修繕に要する

費用（以下「修繕費」という。）及び光熱水費を含むものとする。 

５ 第２項の指定管理料について、次に掲げる場合は、清算するものとする。 

(１) 修繕費、光熱水費及び職員人件費について余剰金が発生したとき。 

(２) 前号に掲げる経費以外について、事業の中止等で事業計画書に掲げる事

業実施数が当初の見込みを下回ったことにより執行残額が発生したとき。 

 

（指定管理料の額の変更） 

第３３条 前条に規定する指定管理料について、業務範囲の変更等により当初

合意された額が不適当となったときは、甲乙協議の上、変更できるものとす

る。 

 

第７章 自主事業 

 

（自主事業）  

第３４条 乙は、本施設の設置目的に合致し、かつ、本業務の実施を妨げない

範囲において、自己の責任及び費用負担において、自主事業を実施すること

ができる。 

２ 乙は、自主事業を実施する場合には、甲に対して業務計画書を提出し、事

前に甲の承認を受けるものとし、必要に応じて甲乙協議する。 

３ 甲は、乙が自主事業を実施するに当たって、別途自主事業の実施条件等を

定めることができる。 

４ 乙は、乙が実施した自主事業の収支を明らかにした書類を、毎月終了後、

翌月の日までに甲に提出しなければならない。 

 

第８章 損害賠償及び不可抗力 

 

（損害賠償等） 

第３５条  乙は、故意又は過失により、本施設を損傷又は滅失したときは、そ

れによって生じた損害を甲に賠償しなければならない。ただし、甲が特別の

事情があると認めたときは、甲は、その全部又は一部を免除することができ
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るものとする。 

 

（第三者への賠償） 

第３６条 本業務の実施において、乙の責めに帰すべき事由により第三者に損

害が生じた場合、乙はその損害を賠償しなければならない。ただし、その損

害が甲の責めに帰すべき事由又は甲乙双方の責めに帰すことができない事由

による場合は、この限りでない。 

２ 甲は、乙の責めに帰すべき事由により発生した損害について第三者に対し

て賠償した場合、乙に対して賠償した金額及びその他賠償に伴い発生した費

用を求償することができる。 

 

（保険） 

第３７条 乙は、本業務の実施に当たり、次に掲げる保険に加入するものとす

る。 

 (１) 施設賠償責任保険 

 (２) 第三者賠償保険 

 

（不可抗力発生時の対応等） 

第３８条 不可抗力の発生により甲又は乙に損害、損失及び増加費用が発生す

るおそれがある場合、乙は、早急に適切な対応措置をとり、不可抗力により

発生する損害、損失及び増加費用を最小限にするよう努めなければならない。 

２ 不可抗力の発生に起因して乙に損害、損失及び増加費用が発生した場合、

乙は、その内容及び程度について甲に報告するものとする。 

３ 甲は、前項の報告を受けた場合、損害状況を確認し、甲乙協議の上、不可

抗力の判定、費用負担等を決定するものとする。 

４ 不可抗力の発生により本業務の一部の実施ができなくなったと認められる

場合、乙は不可抗力により影響を受ける限度において本協定に定める義務を

免れるものとする。ただし、その場合、甲は、乙との協議の上、乙が本業務

の一部の実施ができなくなったことにより免れた費用について、第３２条に

規定する指定管理料から減額することができるものとする。 

 

第９章 指定期間の満了 

 

（業務の引継ぎ等） 

第３９条 乙は、本協定の終了に際し、本業務が遅滞なく円滑に実施されるよ

う、甲又は甲が指定するものに対する引継ぎ等を行わなければならない。 
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２ 前項の規定による本業務の引継ぎ等に関する費用は、乙の負担とする。 

３ 甲は、必要と認める場合には、本協定の終了に先立ち、乙に対して甲又は

甲が指定するものによる本施設の視察を申し出ることができるものとする。 

４ 乙は、甲から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由がある場合を除い

てその申出に応じなければならない。 

 

（原状復帰の義務） 

第４０条 乙は、本協定の終了までに、指定管理の物件、備品等を原状に回復

し、甲に対して明け渡さなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、甲が認めた場合には、乙は指定管理の物件の原

状回復は行わずに甲が認める状態で明け渡すことができるものとする。 

 

（備品等の扱い） 

第４１条 本協定終了に際し、備品等の扱いについては、次に掲げるとおりと

する。 

 (１) 備品等(Ⅰ種)について、乙は、甲又は甲が指定するものに対して引き継

がなければならない。 

 (２) 備品等(Ⅱ種)について、乙は、原則として自己の責任と費用において撤

収するものとする。ただし、甲乙の協議において両者が合意した場合、乙

は、甲又は甲が指定するものに対して備品等(Ⅱ種)を引き継ぐことができ

るものとする。 

 

第１０章 指定期間の満了以前の指定の取消し等 

 

（甲による指定の取消し等） 

第４２条 甲は、条例第 15 条に定めるもののほか、乙が次の各号のいずれかに

該当すると認めるときは、条例第 13 条第 2 項の規定による指定を取り消し、

又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 

(１) 本業務の遂行に際し、不正行為があったとき。 

(２) 甲に対し虚偽の報告をし、又は正当な理由なく報告等を拒んだとき。 

(３) 乙が本協定の内容を履行せず、又はこれらに違反したとき。 

(４) 自らの責めに帰すべき事由により、乙から本協定の解除の申出があった

とき。 

(５) 港区防災対策基本条例（平成２３年港区条例第２４号）第２４条第１項

の規定により、甲が本施設を避難所とするとき。 

（６) 前各号に掲げるもののほか、乙による本施設の管理運営を継続すること
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が、社会通念上適当でないと認められるとき。 

２ 前項の規定により指定を取り消し、又は本業務の全部若しくは一部の停止

を命じた場合において、乙に損害、損失や追加費用が生じても、甲はその賠

償の責めを負わない。 

 

（乙による指定の取消しの申出） 

第４３条 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合、甲に対して指定の取消

しを申し出ることができるものとする。 

(１) 甲が本協定の内容を履行せず、又はこれらに違反したとき。 

 (２) 甲の責めに帰すべき事由により、乙が損害を受け、本業務の実施を継続

することが困難と認めるとき。 

 (３) 前２号に定めるもののほか、甲において、乙が指定の取消しの申出をす

ることがやむを得ないと認めるとき。 

２ 甲は、前項の規定により申出を受けた場合、乙との協議を経てその措置を

決定するものとする。 

 

（不可抗力による指定の取消し） 

第４４条 甲又は乙は、不可抗力により発生した事故等により、本業務の継続

等が困難と判断した場合は、相手方に対して指定の取消しの協議を求めるこ

とができるものとする。 

２ 前項の協議の結果、やむを得ないと判断した場合、甲は、指定の取消しを

行うものとする。 

３ 前項の指定の取消しによって乙に発生した損害又は増加費用は、合理性が

認められる範囲で甲が負担することを原則として甲と乙との協議により決定

するものとする。 

 

（指定期間終了時の取扱い） 

第４５条 第３９条から第４１条までの規定は、第４２条から前条までの規定

により本協定が終了した場合に、これを準用する。ただし、甲乙が合意した

場合は、この限りでない。 

 

（経費の返還等） 

第４６条 甲は、条例第 15 条の規定に基づき年度の途中において指定を取り消

し、又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、乙

に対して支払った指定管理料の全部又は一部の返還を求めることができる。

また、このことにより生じた乙の損害については、その賠償の責めを負わな
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い。 

 

第１１章 その他 

 

（環境への配慮） 

第４７条 乙は、本業務を行うに当たっては、次に掲げる取組により、環境へ

の配慮に留意するものとする。 

 (１) 環境に配慮した商品・サービスの購入（グリーン購入）を推進し、また、

廃棄に当たっては、資源の有効活用や適正処理を図ること。 

 (２) 水、電気、ガス、ガソリン等のエネルギー使用量の削減に向けた目標を

設定し、取組を推進すること。 

 (３) 有害化学物質、廃棄物等のリスク管理を行い、環境や人に及ぼす事故を

防止すること。 

 (４) 業務に関わる者に対して、環境の保全及び創造に関する教育及び学習の

推進に努めること。 

 

（権利義務の譲渡の禁止） 

第４８条  乙は、本協定により生じる権利義務を第三者に譲渡し、又は担保に

供することはできないものとする。 

 

（運営協議会の設置） 

第４９条  甲と乙は、本業務を円滑に実施するため、必要に応じて、情報交換

や業務の調整を図ることを目的とする運営協議会を設置することができる。

運営協議会を設置する場合の詳細は、別途作成する規約において定める。な

お、規約の内容は、甲乙協議の上、決定するものとする。 

２ 甲と乙は、協議の上、前項に規定する運営協議会に、関連する企業・団体、

外部有識者、区民等を参加させることができるものとする。 

 

（指定管理者の口座開設） 

第５０条  乙は、本業務の実施に係る支出及び収入を適切に管理することを目

的として、本業務に固有の銀行口座を開設し、適切な運用を図るものとする。 

 

（請求、通知等の様式その他） 

第５１条 本協定に関する甲乙間の請求、通知、申出、報告、承諾及び解除は、

本協定に特別の定めがある場合を除き、書面により行わなければならない。 
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（協定の内容の変更） 

第５２条  本業務に関し、本業務の前提となる条件若しくは内容が変更された

とき、又は特別な事情が生じたときは、甲乙協議の上、本協定の規定を変更

することができるものとする。 

 

（裁判管轄） 

第５３条 本協定に関する紛争は、東京地方裁判所を第一審の管轄裁判所とす

る。 

 

（疑義についての協議） 

第５４条  本協定に定めのない事項又は本協定の条項について疑義が生じた場

合は、甲乙協議の上、これを定めるものとする。 

 

本協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各１通

を保有する。 

 

 

令和６年３月 日 

 

甲  港区芝公園一丁目５番２５号 

              港区教育委員会 

教育長     浦 田 幹 男   ○印 

 

乙  目黒区東山一丁目５番４号ＫＤＸ中目黒ビル６階 

                          アクティオ・東急コミュニティー共同事業体 

代表団体 

アクティオ株式会社 

                          代表取締役  淡 野 文 孝   ○印 
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個人情報等取扱いに関する特記事項 

                         令和５年４月１日改正 

 

（基本的事項） 

第１条 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処

理するための個人情報の取扱いに当たっては､個人情報の保護に関する法

律(平成１５年法律第５７号)、行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律(平成２５年法律第２７号)、港区個人情報

の保護に関する法律施行条例（令和４年港区条例第５３号）及び港区議会

の個人情報の保護に関する条例（令和４年港区条例第６７号）を遵守し、

個人情報を適正に取り扱わなければならない。 

（秘密保持等の義務） 

第２条 乙は、この協定により受託した事務に関して知り得た個人情報をみ

だりに他人に知らせてはならない。指定管理期間満了後又は取消後も同様

とする。 

２ 乙は、この協定により実施する管理運営業務に従事する者及び従事した

者にも、前項の義務を遵守させなければならない。 

（目的外利用等の禁止） 

第３条 乙は、この協定により実施する管理運営業務に係る個人情報を管理

運営業務以外の用途に利用してはならない。 

２ 乙は、この協定により実施する管理運営業務に係る個人情報を第三者に

提供し、又は譲渡してはならない。 

（再委託） 

第４条 乙は、この協定により実施する管理運営業務の一部を第三者に委託

する必要がある場合は、あらかじめ甲に通知し、承諾を得なければならな

い。 

２ 乙は、この協定により実施する管理運営業務について前項の規定により

第三者に委託する場合は、この協定により求められる安全管理措置と同等

の措置を講ずることができる事業者を委託先とし、この協定と同等の安全

管理措置を義務付ける委託契約を結ばなければならない。また、乙は委託

先に対して適切な監督を行い、甲の求めに応じて、その状況を報告しなけ

ればならない。 

３ 前２項の規定は、委託先が乙の子会社（会社法（平成１７年法律第８６

号）第２条第１項第３号に規定する子会社をいう。）である場合も同様と

する。 

（複写、複製等の禁止） 

第５条 乙は、この協定により実施する管理運営業務に係る個人情報を甲の

許可なく複写し、又は複製してはならない。 

別紙１ 
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２ 乙は、この協定により実施する管理運営業務の範囲を越えて、個人情報

の加工、再生等をしてはならない。 

（個人情報の安全管理措置） 

第６条 乙は、個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の個人情報の

安全な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

（事故発生時等における報告及び対応の義務） 

第７条 乙は、個人情報の漏えいその他の個人情報の保護に関する事故が生

じたとき、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、直ちに甲に通知

し、当該事故の解決に努めるとともに、遅滞なくその状況を書面をもって

甲に報告しなければならない。また、乙は、情報セキュリティにおいて問

題が発生した場合は、検査、セキュリティ監査等の実地調査に対応しなけ

ればならない。 

（返還及び廃棄の義務） 

第８条 乙は、この協定により実施する管理運営業務が完了したとき又はこ

の協定が解除されたときは、管理運営業務に係る個人情報を速やかに甲に

返還しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、乙は、当該個人情報を甲の指示に基づき廃棄

するときは、第三者の利用に供されることのないよう、電磁的記録媒体の

物理的な破壊、消去、溶解、裁断その他当該個人情報を判読不可能とする

ために必要な措置を講じなければならない。 

（契約の解除、公表措置及び損害賠償義務） 

第９条 甲は、乙が個人情報等取扱いに関する特記事項に掲げる義務に違反

し、又は義務を怠った場合は、この協定を解除することができる。 

２ 前項の場合において、甲は、その事実を公表することができる。 

３ 第一項の場合において、甲が損害を受けたときは、乙はその損害を賠償

しなければならない。指定管理期間満了後も同様とする。 

（監査・検査への協力等） 

第１０条 甲は、乙がこの協定により実施する管理運営業務の処理に伴う個

人情報の取扱いについて、個人情報等取扱いに関する特記事項に基づき、

必要な措置を講じていることを確認するため、乙に報告を求めることがで

きる。 

２ 甲は、乙に通知し、個人情報の管理状況について監査・検査を実施する

ことができる。委託先についても同様とする。  

 

（第１１条から第１６条までの条文は、「特定個人情報（※）」の取扱業務を

含む協定のみ） 

（特定個人情報管理体制の整備）  

第１１条 乙は、管理運営業務を統括管理する部署に特定個人情報保護管理

責任者を置き、管理運営業務を実行する部署に特定個人情報保護責任者を
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置かなければならない。 

（特定個人情報を取り扱う従業者の明確化） 

第１２条 乙は、特定個人情報を取り扱う従業者及びその役割を指定し、事

前に従業者名簿を甲へ提出しなければならない。 

（従業者への教育訓練及び監督）  

第１３条 乙は従業者に対して、管理運営業務を行うために必要な教育及び

訓練を実施し、継続的に監督するとともに、秘密保持契約を締結する等の

人的安全管理措置を講じなければならない。 

（持出しの禁止） 

第１４条 乙は、この協定により実施する管理運営業務に係る特定個人情報

を指定された区域から持出ししてはならない。 

（契約内容の遵守状況についての報告） 

第１５条 乙は、協定内容の遵守状況、特定個人情報の安全管理体制等を書

面で報告しなければならない。 

（安全管理措置の改善） 

第１６条 乙及び甲は、第９条に基づく監査・検査の結果及び前条に基づく

管理運営業務の遵守状況等についての報告を踏まえ、管理運営業務におけ

る特定個人情報の安全管理措置の改善要否を協議し、改善が必要と判断し

た場合は双方協力のうえ対応しなければならない。 

※「特定個人情報」とは、「行政手続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）」第２条第８項に規

定する特定個人情報をいう。 

 

（以下の条文は、該当する協定のみ） 

（電磁的記録媒体の保管） 

第１７条 乙は、この協定により実施する管理運営業務に係る個人情報を記

録した電磁的記録媒体を施錠して保管しなければならない。 

（電磁的記録媒体の搬送） 

第１８条 乙は、この協定により実施する管理運営業務に係る個人情報を記

録した電磁的記録媒体を持ち出す場合は、電磁的記録の暗号化処理又はこ

れと同等以上の保護措置を施し、専用ケース等に入れて施錠した上で、安

全対策を施して搬送しなければならない。 



　 別紙　２

備品番号 品名 品質規格 保管場所 特記事項

2034426 プリンター PR-L5500 郷土歴史館 図書室

2034414 電子計算機 PC-MK25MCZDU　LCD-E221N 郷土歴史館 業務端末

2034432 電子計算機周辺機器 HR-30UB 郷土歴史館 バーコードリーダ　図書室

2034421 電子計算機周辺機器 THD-01022134301 郷土歴史館 OPACモニター（タッチパネル式）

2032235 格納棚 CO-SM8SAW 郷土歴史館

2032236 つい立 SN-SG153HSNE1 郷土歴史館

2034429 電子計算機周辺機器 ㈱内田洋行製　U-MR102（金属非対応） 郷土歴史館

2034430 電子計算機周辺機器 ㈱内田洋行製　U-MR102（金属対応） 郷土歴史館

2032421 冷凍冷蔵保管庫 HRF-150ZFT-6D 郷土歴史館　1F　カフェちゅう房

2032899 その他（通信機械器具類） エクシオテック　VMG-RO 郷土歴史館　1Fあっぴい前廊下

2032900 その他（通信機械器具類） エクシオテック　VMG-RO 郷土歴史館　1FエレベーターS1前廊下

2032422 殺菌庫 HSB-4SB-H 郷土歴史館　1Fカフェちゅう房

2032423 冷蔵庫 VF-K120X 郷土歴史館　1Fカフェちゅう房

2032424 流し台 1200*750*800 郷土歴史館　1Fカフェちゅう房

2032425 調理テーブル 1200*1050*800 郷土歴史館　1Fカフェちゅう房

2032426 冷蔵庫 RT-150SNF-E 郷土歴史館　1Fカフェちゅう房

2032427 調理テーブル 600*600*800 郷土歴史館　1Fカフェちゅう房

2032428 浄水器 SSH-03C 郷土歴史館　1Fカフェちゅう房

2032429 架台 1050*600*800 郷土歴史館　1Fカフェちゅう房

2032008 各種棚 MM-CA07655F1N 郷土歴史館　1F荷解室

2031874 長型机 MT-V189FSAAMAW 郷土歴史館　1F荷解室（1）

2031966 各種棚 MM-A07655F1N 郷土歴史館　1F荷解室（1）

2032108 かさ立 YA-72L-ID 郷土歴史館　2Fエントランス

2032109 かさ立 YA-72L-ID 郷土歴史館　2Fエントランス

2032110 かさ立 YA-72L-ID 郷土歴史館　2Fサブエントランス

2032111 かさ立 YA-72L-ID 郷土歴史館　2Fサブエントランス

2032056 戸棚 BWU-S89SAWN 郷土歴史館　2Fミュージアムショップ

2032057 戸棚 BWU-S89SAWN 郷土歴史館　2Fミュージアムショップ

2032130 カウンター HSK210150CZ 郷土歴史館　2Fミュージアムショップ

2032131 陳列棚 52465-626L 郷土歴史館　2Fミュージアムショップ

2032132 陳列棚 52465-626L 郷土歴史館　2Fミュージアムショップ

2032133 陳列棚 52465-626L 郷土歴史館　2Fミュージアムショップ

2032134 陳列棚 52465-626L 郷土歴史館　2Fミュージアムショップ

2032135 陳列棚 52465-626L 郷土歴史館　2Fミュージアムショップ

2032136 陳列棚 52465-626L 郷土歴史館　2Fミュージアムショップ

2032137 陳列棚 52465-626L 郷土歴史館　2Fミュージアムショップ

2032138 陳列棚 52465-626L 郷土歴史館　2Fミュージアムショップ

2032139 陳列棚 52465-626L 郷土歴史館　2Fミュージアムショップ

2032140 陳列棚 52465-626L 郷土歴史館　2Fミュージアムショップ

2032141 陳列棚 52465-626L 郷土歴史館　2Fミュージアムショップ

2032142 陳列棚 52465-626L 郷土歴史館　2Fミュージアムショップ

2032143 陳列棚 52465-626L 郷土歴史館　2Fミュージアムショップ

2032144 陳列棚 52465-626L 郷土歴史館　2Fミュージアムショップ

2032145 陳列棚 52465-626L 郷土歴史館　2Fミュージアムショップ

2032146 陳列棚 52465-626L 郷土歴史館　2Fミュージアムショップ

2032147 陳列棚 52465-626L 郷土歴史館　2Fミュージアムショップ

2032148 書架 BL-3327W 郷土歴史館　2Fミュージアムショップ

2031968 各種棚 MM-A07655F1N 郷土歴史館　2Fミュージアムショップ倉庫

2031969 各種棚 MM-A07655F1N 郷土歴史館　2Fミュージアムショップ倉庫

2031970 各種棚 MM-A07655F1N 郷土歴史館　2Fミュージアムショップ倉庫

2031910 ひじ掛椅子 CX95GR-FM26 郷土歴史館　2F管理室

2031911 ひじ掛椅子 CX95GR-FM26 郷土歴史館　2F管理室

2032072 格納箱 SD-IS46C3SAWN4 郷土歴史館　2F管理室

2031912 ひじ掛椅子 CX95GR-FM26 郷土歴史館　2F研究室２

2031913 ひじ掛椅子 CX95GR-FM26 郷土歴史館　2F研究室２

2031921 ひじ掛椅子 CX95GR-FM26 郷土歴史館　2F研究室３

2031974 各種棚 MM-A07655F1N 郷土歴史館　2F研究用書庫

2032114 ロッカー LK-N3SAW 郷土歴史館　2F更衣室

2032115 ロッカー LK-N3SAW 郷土歴史館　2F更衣室

2032118 ロッカー LK-N3SAW 郷土歴史館　2F更衣室

2032119 ロッカー LK-N3SAW 郷土歴史館　2F更衣室

2032120 ロッカー LK-N3SAW 郷土歴史館　2F更衣室

2032121 ロッカー LK-N3SAW 郷土歴史館　2F更衣室

2032122 ロッカー LK-N3SAW 郷土歴史館　2F更衣室

2032123 ロッカー LK-N3SAW 郷土歴史館　2F更衣室

2031914 ひじ掛椅子 CX95GR-FM26 郷土歴史館　2F作業室（A)

2031915 ひじ掛椅子 CX95GR-FM26 郷土歴史館　2F作業室（A)

2032073 格納箱 SD-IS46C3SAWN4 郷土歴史館　2F作業室（A)

2032074 格納箱 SD-IS46C3SAWN4 郷土歴史館　2F作業室（A)

2032075 格納箱 SD-IS46C3SAWN4 郷土歴史館　2F作業室（A）

2032076 格納箱 SD-IS46C3SAWN4 郷土歴史館　2F作業室（A)

2031916 ひじ掛椅子 CX95GR-FM26 郷土歴史館　2F作業室（B)

2031917 ひじ掛椅子 CX95GR-FM26 郷土歴史館　2F作業室（B)

2031918 ひじ掛椅子 CX95GR-FM26 郷土歴史館　2F作業室（B）

2031919 ひじ掛椅子 CX95GR-FM26 郷土歴史館　2F作業室（B)

2031920 ひじ掛椅子 CX95GR-FM26 郷土歴史館　2F作業室（B)

2032077 格納箱 SD-IS46C3SAWN4 郷土歴史館　2F作業室（B)

2032078 格納箱 SD-IS46C3SAWN4 郷土歴史館　2F作業室（B)

2032079 格納箱 SD-IS46C3SAWN4 郷土歴史館　2F作業室（B)

2032080 格納箱 SD-IS46C3SAWN4 郷土歴史館　2F作業室（B)

2032081 格納箱 SD-IS46C3SAWN4 郷土歴史館　2F作業室（B)

2032082 格納箱 SD-IS46C3SAWN4 郷土歴史館　2F作業室（B)



2031922 ひじ掛椅子 CX95GR-FM26 郷土歴史館　2F作業室（C)

2031923 ひじ掛椅子 CX95GR-FM26 郷土歴史館　2F作業室（C)

2031924 ひじ掛椅子 CX95GR-FM26 郷土歴史館　2F作業室（C)

2031925 ひじ掛椅子 CX95GR-FM26 郷土歴史館　2F作業室（C)

2031926 ひじ掛椅子 CX95GR-FM26 郷土歴史館　2F作業室（C)

2031927 ひじ掛椅子 CX95GR-FM26 郷土歴史館　2F作業室（C)

2032083 格納箱 SD-IS46C3SAWN4 郷土歴史館　2F作業室（C)

2032084 格納箱 SD-IS46C3SAWN4 郷土歴史館　2F作業室（C)

2032085 格納箱 SD-IS46C3SAWN4 郷土歴史館　2F作業室（C)

2032086 格納箱 SD-IS46C3SAWN4 郷土歴史館　2F作業室（C)

2032087 格納箱 SD-IS46C3SAWN4 郷土歴史館　2F作業室（C)

2032088 格納箱 SD-IS46C3SAWN4 郷土歴史館　2F作業室（C)

2031898 ひじ掛椅子 CX95GR-FM26 郷土歴史館　2F指定管理事務室

2031899 ひじ掛椅子 CX95GR-FM26 郷土歴史館　2F指定管理事務室

2031900 ひじ掛椅子 CX95GR-FM26 郷土歴史館　2F指定管理事務室

2031901 ひじ掛椅子 CX95GR-FM26 郷土歴史館　2F指定管理事務室

2031902 ひじ掛椅子 CX95GR-FM26 郷土歴史館　2F指定管理事務室

2031903 ひじ掛椅子 CX95GR-FM26 郷土歴史館　2F指定管理事務室

2031904 ひじ掛椅子 CX95GR-FM26 郷土歴史館　2F指定管理事務室

2031905 ひじ掛椅子 CX95GR-FM26 郷土歴史館　2F指定管理事務室

2031906 ひじ掛椅子 CX95GR-FM26 郷土歴史館　2F指定管理事務室

2031907 ひじ掛椅子 CX95GR-FM26 郷土歴史館　2F指定管理事務室

2031908 ひじ掛椅子 CX95GR-FM26 郷土歴史館　2F指定管理事務室

2031909 ひじ掛椅子 CX95GR-FM26 郷土歴史館　2F指定管理事務室

2031897 ひじ掛椅子 CX95GR-FM26 郷土歴史館　2F施設管理室

2032058 格納箱 SD-IS46C3SAWN4 郷土歴史館　2F事務室

2032059 格納箱 SD-IS46C3SAWN4 郷土歴史館　2F事務室

2032060 格納箱 SD-IS46C3SAWN4 郷土歴史館　2F事務室

2032061 格納箱 SD-IS46C3SAWN4 郷土歴史館　2F事務室

2032062 格納箱 SD-IS46C3SAWN4 郷土歴史館　2F事務室

2032063 格納箱 SD-IS46C3SAWN4 郷土歴史館　2F事務室

2032064 格納箱 SD-IS46C3SAWN4 郷土歴史館　2F事務室

2032065 格納箱 SD-IS46C3SAWN4 郷土歴史館　2F事務室

2032066 格納箱 SD-IS46C3SAWN4 郷土歴史館　2F事務室

2032067 格納箱 SD-IS46C3SAWN4 郷土歴史館　2F事務室

2032069 格納箱 SD-IS46C3SAWN4 郷土歴史館　2F事務室

2032070 格納箱 SD-IS46C3SAWN4 郷土歴史館　2F事務室

2032071 格納箱 SD-IS46C3SAWN4 郷土歴史館　2F事務室

2032112 食器戸棚 BK-W110PP2N3 郷土歴史館　2F事務室

2031928 ひじ掛椅子 CX95GR-FM26 郷土歴史館　2F受付管理室

2031929 ひじ掛椅子 CX95GR-FM26 郷土歴史館　2F受付管理室

2032089 格納箱 SD-IS46C3SAWN4 郷土歴史館　2F受付管理室

2032090 格納箱 SD-IS46C3SAWN4 郷土歴史館　2F受付管理室

2031879 長型机 MT-V189FSAAMAW 郷土歴史館　2F書庫

2032901 その他（通信機械器具類） エクシオテック　VMG-RO 郷土歴史館　2F中央エントランス

2032902 その他（通信機械器具類） エクシオテック　VMG-RO 郷土歴史館　2F南エントランス

2031957 各種棚 MM-A07355F1N 郷土歴史館　2F歴史館倉庫

2031958 各種棚 MM-A07355F1N 郷土歴史館　2F歴史館倉庫

2031971 各種棚 MM-A07655F1N 郷土歴史館　2F歴史館倉庫

2031972 各種棚 MM-A07655F1N 郷土歴史館　2F歴史館倉庫

2031973 各種棚 MM-A07655F1N 郷土歴史館　2F歴史館倉庫

2031975 各種棚 MM-A07655F1N 郷土歴史館　2F歴史館倉庫

2031976 各種棚 MM-A07655F1N 郷土歴史館　2F歴史館倉庫

2031977 各種棚 MM-A07655F1N 郷土歴史館　2F歴史館倉庫

2031978 各種棚 MM-A07655F1N 郷土歴史館　2F歴史館倉庫

2032009 各種棚 MM-CA07655F1N 郷土歴史館　2F歴史館倉庫

2032010 各種棚 MM-CA07655F1N 郷土歴史館　2F歴史館倉庫

2031848 AED収納ラック 床面設置　１０８－３３２ 郷土歴史館　２階中央エントランス 保健所配備　ＡＥＤ備品№２０３１８２８

2031828 AED（自動体外式除細動器） ＡＥＤ－３１００（№７４７７６） 郷土歴史館　２階中央エントランス カルジオライフ　保健所配備（２０２５年２月更新予定）

2032163 書架 30426S 郷土歴史館　3F図書閲覧室

2031930 ひじ掛椅子 CX95GR-FM26 郷土歴史館　3F図書室

2032149 カウンター 362-111*x1 362-131*x2 362-141*x1 郷土歴史館 3F図書室

2032150 運搬箱 36350S 郷土歴史館　3F図書室

2032151 運搬箱 36350S 郷土歴史館　3F図書室

2032152 運搬箱 36350S 郷土歴史館　3F図書室

2032153 図書机 32111* 郷土歴史館　3F図書室

2032154 図書机 32111* 郷土歴史館　3F図書室

2032155 図書机 32111* 郷土歴史館　3F図書室

2032156 図書机 32111* 郷土歴史館　3F図書室

2032157 図書机 32111* 郷土歴史館　3F図書室

2032158 書架 30424S 郷土歴史館　3F図書室

2032159 書架 30324S 郷土歴史館　3F図書室

2032160 書架 30324S 郷土歴史館　3F図書室

2032161 書架 30114S 郷土歴史館　3F図書室

2032162 書架 30114S 郷土歴史館　3F図書室

2032164 書架 304265 郷土歴史館　3F図書室

2032165 書架 30327S 郷土歴史館　3F図書室

2032166 ブックトラック 45586* 郷土歴史館　3F図書室

2031931 ひじ掛椅子 CX95GR-FM26 郷土歴史館　3F図覧室

2033355 陳列ケース ４面ガラス平型覗きケース 郷土歴史館　3F中央休憩室

2033356 陳列ケース ４面ガラス平型覗きケース 郷土歴史館　3F中央休憩室

2033357 陳列ケース ４面ガラス平型覗きケース 郷土歴史館　3F中央休憩室

2031881 長型机 MT-V189FSAAMAW 郷土歴史館　4Fギャラリー

2031882 長型机 MT-V189FSAAMAW 郷土歴史館　4Fギャラリー



2032167 長型机 KT-P1101PAWN3 郷土歴史館　4Fボランティアルーム

2032168 長型机 KT-P1101PAWN3 郷土歴史館　4Fボランティアルーム

2032169 長型机 KT-P1101PAWN3 郷土歴史館　4Fボランティアルーム

2032170 長型机 KT-P1101PAWN3 郷土歴史館　4Fボランティアルーム

2032177 長型机 KT-P1101PAWN3 郷土歴史館　4F学習室（C)

2032171 長型机 KT-P1101PAWN3 郷土歴史館　4F講座室（A)（D)

2032172 長型机 KT-P1101PAWN3 郷土歴史館　4F講座室（A)(D)

2032173 長型机 KT-P1101PAWN3 郷土歴史館　4F講座室（A)(D)

2032174 長型机 KT-P1101PAWN3 郷土歴史館　4F講座室（A)(D)

2032175 長型机 KT-P1101PAWN3 郷土歴史館　4F講座室（A)(D)

2032176 長型机 KT-P1101PAWN3 郷土歴史館　4F講座室（A)(D)

2032216 ホワイトボード BB-K836WN 郷土歴史館　4F講座室（A)(D)

2032217 ホワイトボード BB-K836WN 郷土歴史館　4F講座室（A)(D)

2032185 長型机 KT-P1101PAWN3 郷土歴史館　4F講座室（B)

2032186 長型机 KT-P1101PAWN3 郷土歴史館　4F講座室（B)

2032187 長型机 KT-P1101PAWN3 郷土歴史館　4F講座室（B)

2032188 長型机 KT-P1101PAWN3 郷土歴史館　4F講座室（B)

2032189 長型机 KT-P1101PAWN3 郷土歴史館　4F講座室（B)

2032190 長型机 KT-P1101PAWN3 郷土歴史館　4F講座室（B)

2032191 長型机 KT-P1101PAWN3 郷土歴史館　4F講座室（B)

2032192 長型机 KT-P1101PAWN3 郷土歴史館　4F講座室（B)

2032193 長型机 KT-P1101PAWN3 郷土歴史館　4F講座室（B)

2032194 長型机 KT-P1101PAWN3 郷土歴史館　4F講座室（B)

2032195 長型机 KT-P1101PAWN3 郷土歴史館　4F講座室（B)

2032196 長型机 KT-P1101PAWN3 郷土歴史館　4F講座室（B)

2032197 長型机 KT-P1101PAWN3 郷土歴史館　4F講座室（B)

2032198 長型机 KT-P1101PAWN3 郷土歴史館　4F講座室（B)

2032199 長型机 KT-P1101PAWN3 郷土歴史館　4F講座室（B)

2032219 ホワイトボード BB-K836WN 郷土歴史館　4F講座室（B)

2032230 スクリーン SMP-120MW-W1-WG03 郷土歴史館　4F講座室（B)

2032178 長型机 KT-P1101PAWN3 郷土歴史館　4F講座室（C)

2032179 長型机 KT-P1101PAWN3 郷土歴史館　4F講座室（C)

2032180 長型机 KT-P1101PAWN3 郷土歴史館　4F講座室（C)

2032181 長型机 KT-P1101PAWN3 郷土歴史館　4F講座室（C)

2032182 長型机 KT-P1101PAWN3 郷土歴史館　4F講座室（C)

2032183 長型机 KT-P1101PAWN3 郷土歴史館　4F講座室（C)

2032184 長型机 KT-P1101PAWN3 郷土歴史館　4F講座室（C)

2032218 ホワイトボード BB-K836WN 郷土歴史館　4F講座室（C)

2032223 演卓 WA-KA50M10 郷土歴史館　4F講座室（C)

2033362 投影機 PT-EZ590J 郷土歴史館　4F講座室2

2033363 置台 AS-700 郷土歴史館　4F講座室2

2031979 各種棚 MM-A07655F1N 郷土歴史館　4F講座準備室

2032011 各種棚 MM-CA07655F1N 郷土歴史館　4F講座準備室

2032024 各種棚 BWU-HD359SAWN 郷土歴史館　4F講座準備室

2032222 その他（棚台類） BWU-HU359SAWN 郷土歴史館　4F講座準備室

2031870 乳児用椅子 98-100320 郷土歴史館 4F授乳室

2031871 ベビーベッド 31-106773 郷土歴史館　4F授乳室

2031872 ベビーベッド 31-106773 郷土歴史館　4F授乳室

2031873 乳児用椅子 37-018007 郷土歴史館　4F授乳室

2031980 各種棚 MM-A07655F1N 郷土歴史館　4F倉庫

2031981 各種棚 MM-A07655F1N 郷土歴史館　4F倉庫

2032903 その他（通信機械器具類） エクシオテック　VMG-RO 郷土歴史館　5F　S1エレベータ前

2032904 その他（通信機械器具類） エクシオテック　VMG-RO 郷土歴史館　5F　S2エレベータ前

2032905 その他（通信機械器具類） エクシオテック　VMG-RO 郷土歴史館　6F中央多目的トイレ前

2032005 各種棚 MM-A07655F1N 郷土歴史館　B1Fトラックヤード

2032048 台車 YSZ-SICP5/YSZT-SICGB 郷土歴史館　B1Fトラックヤード

2032049 台車 YSZ-SICP5/YSZT-SICGB 郷土歴史館　B1Fトラックヤード

2032050 台車 YSZ-SICP5/YSZT-SICGB 郷土歴史館　B1Fトラックヤード

2032051 台車 YSZ-SICP5/YSZT-SICGB 郷土歴史館　B1Fトラックヤード

2032047 各種棚 MM-A07555F1N 郷土歴史館　B1F荷解室

2031892 長型机 MT-V189FSAAMAW 郷土歴史館　B1F荷解室（B1)

2032068 格納箱 SD-IS46C3SAWN4 郷土歴史館　事務室

2031477 消火器 移動式消火器 郷土歴史館　室外機置場

2031478 消火器 移動式消火器 郷土歴史館　室外機置場

2031479 消火器 移動式消火器 郷土歴史館　室外機置場

2031480 消火器 移動式消火器 郷土歴史館　室外機置場

2034423 電子計算機周辺機器 TM885E491 郷土歴史館　図書室 レシートプリンタ　図書室

2034424 電子計算機周辺機器 TM885E491 郷土歴史館　図書室 レシートプリンタ　図書室

2034420 電子計算機 PC-MK25MCZDU 郷土歴史館　図書室 ＯＰＡＣ端末 タッチパネル

2032430 レンジ MIC-5TB-GA-L 郷土歴史館カフェちゅう房

2032431 調理テーブル 900*600*800 郷土歴史館カフェちゅう房

2032432 調理テーブル 800*600*800 郷土歴史館カフェちゅう房

2032433 調理テーブル 600*500*800 郷土歴史館カフェちゅう房

2032434 ガス台 FGTNS126032 郷土歴史館カフェちゅう房

2032435 冷凍冷蔵保管庫 RFT-120SNF-E 郷土歴史館カフェちゅう房

2032436 調理テーブル 900*450*800 郷土歴史館カフェちゅう房

2032437 調理テーブル 900*450*800 郷土歴史館カフェちゅう房

2032438 調理テーブル 1500*700*800 郷土歴史館カフェちゅう房

2032439 食器洗浄機 JWE-450RUB3-L 郷土歴史館カフェちゅう房

2032440 食器戸棚 1200*600*1800 郷土歴史館カフェちゅう房

2032441 流し台 600*600*800 郷土歴史館カフェちゅう房

2032442 調理テーブル 900*750*800 郷土歴史館カフェちゅう房

2032443 製氷機 NA-9426WE 郷土歴史館カフェちゅう房

2032444 製氷機 CM-100K-50 郷土歴史館カフェちゅう房



2032445 コーヒードリップ GIGA X3 郷土歴史館カフェちゅう房

2032446 ジューサー DIC-5A-P 郷土歴史館カフェちゅう房

2032447 流し台 500*550*800 郷土歴史館カフェちゅう房

2032448 流し台 500*550*800 郷土歴史館カフェちゅう房

2032449 各種棚 SS-609L SSP-1900 郷土歴史館カフェちゅう房

2032450 流し台 450*750*800 郷土歴史館カフェちゅう房

2032451 レンジ HMN-18B 郷土歴史館カフェちゅう房

2032452 電解装置 WOX-40WA-R 郷土歴史館カフェちゅう房

2032453 電解装置 WOX-40WA-R 郷土歴史館カフェちゅう房

2032454 各種棚 SS-914L SSP-1900 郷土歴史館カフェちゅう房


